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不当判決乗り越え勝利まで闘い抜く 
パイロット原告団・弁護団が声明 

6月 5 日の東京高裁の不当判決を受け、パイロット原告団・弁護団は記者会見し、「労働者の存在と事実と道理を無視

したJAL運航乗務員高裁判決」と題する声明を発表しました。会見の席で山口団長は「上告し勝利するまで闘う」と力強く

決意表明しました。記者会見には上条弁護団長、安原弁護士、山口乗員原告団長、田二見日航乗組委員長、そして

JAL不当解雇撤回国民共闘からは共同代表の金澤全労協議長が出席しました。以下、声明文（全文）を紹介します。 
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